
予算の執行状況等について予算の執行状況等について予算の執行状況等について
平成28年度

　平成 28年度上半期（9月まで）の予算執行状況および補正予算の
概要について報告します。
　町の歳入や歳出は、年度ごと、予算に基づいて執行されています。上半期（９月まで）の予算の執行状況と今年
度成立した補正予算の主な内容は、以下の表のとおりです。

● 予算の執行状況

● 主な補正予算内容

会計名 ①当初予算額 ②補正予算額 ③予算現在額
（①＋②） ④歳入執行額 歳入執行率

（④÷③× 100） ⑤歳出執行額 歳出執行率
（⑤÷③× 100）

一般会計 80億 5,000万円 5億 1,223万円 85億 6,223万円 50億 248万円 58.4 28億 7,528万円 33.6 

特
別
会
計

国際交流事業 726万円 0円 726万円 146万円 20.1 656万円 90.4 

国民健康保険 25億 3,007万円 968万円 25億 3,974万円 9億 6,962万円 38.2 10億 8,433万円 42.7 

後期高齢者医療 2億 6,132万円 184万円 2億 6,315万円 8,419万円 32.0 3,695万円 14.0 

介護保険 10億 7,228万円 854万円 10億 8,082万円 3億 8,631万円 35.7 4億 2,440万円 39.3 

公共下水道事業 8億 7,448万円 99万円 8億 7,547万円 1億 5,001万円 17.1 2億 7,616万円 31.5 

農業集落家庭排水事業 3,566万円 11万円 3,577万円 616万円 17.2 1,221万円 34.1 

土地取得 4,091万円 0円 4,091万円 1,825万円 44.6 1,825万円 44.6 

社本育英事業 789万円 0円 789万円 806万円 102.2 90万円 11.4 

※各項目の単位未満を四捨五入しているため、計算があわない箇所があります。

※�上記は、今年度成立した補正予算のうち、主要なものです。その他の補正予算の内容については、役場で予算書
の閲覧ができます。

補正予算とは
　補正予算とは、当初予算では想定することができなかった経費や、事業の進捗状況、法制度改正によって経費に
変更がある場合などに、年度の途中で予算を変更する方法で地方自治法に規定されています。

前年度繰越金
固定資産税
地方創生加速化交付金
後期高齢者医療療養給付費負担金返還金
南海トラフ巨大地震等対策事業費補助金

前年度決算剰余金が確定したため   
当初予算額より増額の見通しのため   
大口町シティプロモーション戦略プラン策定費に対する補助金交付が決定したため   
前年度負担金額確定による国庫負担金の精算金   
県費補助金の増額が決定したため              

3億8,257万円
7,000万円
600万円
556万円
333万円

補正金額 内　容項　目
歳入

財政調整基金積立金
町税過誤納還付金及び過誤納還付加算金
明日のまちづくり基金積立金
健康文化センター駐車場屋根改修工事費
大口町シティプロモーション戦略プラン策定委託料

地方財政法の規定により、決算剰余金の半分以上を基金に積み立てるため   
法人税申告において生じた還付金を支払うため   
普通財産の売払い収入等を積み立てるため   
老朽化に伴い健康文化センター駐車場の屋根を張り替えるため 
大口町シティプロモーション戦略プランを策定するため         

2億4,129万円
1億500万円
5,366万円
2,791万円
600万円

補正金額 内　容項　目
歳出
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